
シキボウホール使用案内(申込規約) 2023．9

１．会場明細 会 場 名 面 積 【所在地】

① ７階 大ホール ９０坪 大阪市中央区備後町３－２－６ 敷島ビル

② ７階 中ホール(Ｂ) ７２坪

③ ７階 小ホール(Ａ) ３０坪 （大阪メトロ御堂筋線本町駅①出口／徒歩３分）

④ 地下１階 貸室 １１坪

２．ビル設備
【エレベーター】 客用２基・荷物用１基(1.4t･扉開口部 巾1.1m×高さ2.1m) ／ 客用エレベーターは台車等の使用禁止。

【駐車・駐輪場】 駐車場(１階)は完全予約制(有料）。予約のない駐車(催事の来場者の車等)及び駐輪は全てお断りしています。

車での来場者用には当ビル南隣の「大阪市立安土町駐車場」を案内して下さい。

搬出入用のトラック駐車場は４t車１台まで可能。（４tロング車不可）

【インターネット設備】７階の会場内の壁にインターネット回線接続用のモジュラージャックを設置しており、ＬＡＮケーブルを差し込

むだけで利用できます。(無料)（ＬＡＮケーブル、ハブ、パソコン等は持ち込み下さい。Wi-Fiルーター貸出しあり。(有料)）

なお、本接続サービスによる通信不具合、持ち込まれた機器の故障等、いかなるトラブルも一切責任は負いません。

インターネット環境：フレッツ光ネクストファミリー スーパーハイスピードタイプ隼（１Ｇｐｓ対応）

【喫煙所】 なし。（ビル内及びビル敷地内は禁煙）

３．予約方法
【申込先】 シキボウ㈱不動産部 (06-6268-5461(平日9～12時,13時～17時) ・ FAX 06-6264-6280

①会場の空き状況を確認の上、 ②申込書を受付けましたら､予約金（法人は不要）の請求書を送り ③延長使用料等

申込書を提出下さい。(準備･撤 → ますので、２週間以内にお支払い下さい。 → の追加料金は、

去日も含めて予約して下さい。) ご利用日の１ヶ月前頃に基本使用料の請求書を送りますので、ご 使用後に請求書

申込書用紙はHPよりプリントア 利用日の２週間前迄にお支払い下さい。 を送ります。

ウトされるか取り寄せ下さい。 ※当日現金支払いがご希望の場合はお問い合わせ下さい。

①予約受付：（連続２日以上の使用)１年前から、（それ以外）６ヶ月前から。ただし、ご利用の６ヶ月前までに弊社側のやむを

得ない理由(修繕工事等)により予約を取り消しさせて頂く場合があります。

②使用料金は別紙「シキボウホール料金表」によります。振込手数料は申込者が負担して下さい。

③申込者の都合でキャンセルされる場合はキャンセル料を請求いたします。(別紙 料金表参照)

４．使用お断り事項
①音響・発声・設営等で会場より音がもれるほどの大きな音量を伴う使用。（設営時にかなづち等の音の出る作業は禁止)

小学生以下のお子様が多数参加される催事。発声練習、長時間の拍手。

②宴会の使用。（飲食は軽食・お弁当まで可能、酒類は不可。お弁当の容器は回収できませんので持ち帰りください。）

③会場外の通路やビルの玄関等に行列が出来る程の人の集まる催事。(催事の開始前等に一時的な行列が予測される場

合は、来場者待機用の会場を併せて申し込み下さい。また通路には受付の机等を出さないで下さい。)

④使用内容が当ホール運営にそぐわないもの。(公序良俗に反するもの、法令に違反するもの、衣装や展示物が過激な内容

のイベント、ネットワークビジネスの説明会、反社会的勢力による使用等。)

⑤ホール及びその付属設備の現状を変更するような設備をおこなうもの。会場及びビル内の貼り紙禁止。

５.使用時・使用後の注意事項
①会場のカギの開閉はビル保安係が行います。カギの貸し出しは行いません。

②火器及び危険物、臭いの強いもの、不潔なもの等の持ち込みはお断りします。

③案内板は１階玄関及び会場前に当社で作成したものを掲示しています。指定場所以外への看板の掲示はお断りします。

④使用期間中の清掃はご利用者が行って下さい。保安室にて清掃道具の貸出しを行っております。

⑤使用後は原状に復し、後片付け及び簡単な清掃をして下さい。借りられた机・イス等備品は元通りに片付けて下さい。

多量のゴミは持ち帰り下さい。ゴミの処分を弊社に依頼される場合はあらかじめ費用の見積もりをして下さい。

(資材ゴミ １㎥あたり\16,500～、段ボール １０枚以上\3,300～、（税込み）)

⑥使用期間中の天災･火災･その他不可抗力により生じた損害に対しては一切その責任を負いません。また申込み期間外のご

利用者の荷物の保管につきましても一切責任を負いません。また弊社の過失による損害補償は、ご利用者のお支払い料金

を上限とする金額での補償になります。

⑦使用中及び搬出入中にご利用者又はご利用者の関係者(会場設営業者・催事の来場者等)が、建物又は付属設備・器具・

備品等を破損又は紛失された場合は、申込者に弁償していただきます。(貸出し机破損の修理費 1万円～)

⑧関係官庁への届出が必要な場合はご利用者が行って下さい。音楽著作権の届出が必要な場合もご利用者が届け出て下さい。

ご利用者が本規約に違反された時は、当社の判断によりご使用中であっても使用をお断りします。なおその場合、ご利用者が被

った損害及びそれに類するご請求には一切応じません。以上の注意事項を遵守してご利用頂きますようお願いいたします。


